
令和７年度

事業のご案内

奈良県磯城郡田原本町大字多７２２
T E L :０７４４－３２－８８４８
FA X :０７４４－３４－２８００
MAIL:
ＨＰ:

奈良県介護実習･普及センター

ｋａｉｇｏ＠ｎａｒａ－ｓｆｊ. oｒ. jｐ

・介護講座
・介護に関わる相談
・多目的ホール等の貸館
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介護普及講座

介護実践講座

すべての講座は申込制となります。
対象者：介護に携わる職員、介護家族、県民
申込方法：電話、FAX、はがき、メールのいずれかで、
①講座名②氏名③年齢④住所⑤電話番号を、下記までお知らせください。

日時 時間 内容 定員

令和７年 6月11日（水） 13:30～15:30 認知症の方のケア（正しい理解、タクティールケア等） 20

令和７年 ６月18日（水） 13:30～15:30 老い支度のための断捨離 ○ 20

令和７年 ６月26日（木） 13:30～15:30 一級建築士と考える人生１００年時代の住まい 20

令和７年 ７月 ９日（水） 13:30～15:30 介護のマネープラン 20

令和７年10月 １日（水） 13:30～15:30 寸劇で考える防災 20

令和７年10月 ８日（水） 13:30～15:30 知って得する薬のお話 20

奈良県磯城郡田原本町大字多７２２
TEL:０７４４－３２－８８４８
FAX:０７４４－３４－２８００
MAIL:ｋａｉｇｏ＠ｎａｒａ－ｓｆｊ. oｒ. jｐ

奈良県介護実習･普及センター（県営福祉パーク内）

介護予防講座

日時 時間 内容 定員

令和７年５月2９日（木） 13:30～16:00 床ずれ発生のメカニズムと安楽な体位 20

令和７年 ７月16日（水） 13:30～15:30 身体にやさしい介助方法（ベッド・車いす編） 20

令和７年 ７月23日（水） 13:30～15:30 脳卒中による片麻痺患者の介助支援 20

令和７年７月30日（水） 13:30～16:00 更衣介助と排泄介助 20

令和７年８月27日（水） 13:30～15:30 身体にやさしい介助方法（車いす・歩行編） 20

令和７年 ９月18日（木） 13:30～15:30 誤嚥性肺炎予防について 20

日時 時間 内容 定員

令和７年 5月2２日（木） 13:30～15:30 転倒予防対策～いつまでも自分の力で歩くために～ 20

令和７年 7月２日（水） 13:00～16:00 ロコモ･フレイル対策Ⅰ 30

令和７年 ８月 ６日（水） 13:30～15:30 人生100年時代オーラルフレイルと口腔ケア 20

令和７年 ９月 ３日（水） 13:30～15:30 ロコモ･フレイル対策Ⅱ 30

令和７年 ９月10日（水） 13:30～15:30 シニア交通安全教室（運転免許返納後の移動手段等） 20

令和７年11月26日（水） 1３:00～1６:00 ロコモ・フレイル対策Ⅲ 30

～健康寿命を延伸するための運動・思考の各療法を学ぶ～

～現場で活用できる介護技術を学ぶ～

～介護の基本的な知識・技術について学習し、介護の実際について理解を深める～

内容は、諸般の事情により変更になる場合があります。

R
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自助具体験講座

自助具製作講座

介護相談（専門相談・一般相談）

介護見学体験講座

専門相談は、
事前にお電
話等でご相
談ください

【日時】令和７年９月２０日（土）
13:30～16:00

【費用】５００円（材料費）【定員】５名

～高齢者や障がいのある人の日常生活における自立を助ける道具
（自助具）を製作し、その便利さを学ぶ～【定員：５名（組）】

住宅改修
に関する相談
【相談員】
一級建築士
【日時】
毎月第2土曜日

福祉用具
に関する相談
【相談員】
奈良県福祉用具協会
【日時】随時

福祉制度･サービス
の活用に関する相談

【相談員】
介護支援専門員
【日時】随時

介護実習･普及センター相談員が、
介護に関する生活全般の相談（一般相談）
も随時受け付けております。
また、常設展示コーナーでは様々な福祉機
器や介護用品を展示しています。

～体験を通して高齢者や障害のある人への理解を深める、介護のはじめの一歩～

～市販の道具を実際に手にとって試してみる～ 【定員】２０名 【費用】無料

【日時】令和７年８月１日（金）
13:30～16:00

【費用】５００円（材料費）
【定員】５組（小学生とその保護者）

奈良県福祉フェアin奈良第８回福祉機器展202５

弱い力でも使いやすい文具たち
（車いすライター波子の

文具ワークショップ）

【日時】令和７年５月２７日（火）
13:30～15:30

【日時】令和７年６月２０日（金）
13:30～15:30

（奈良県福祉フェアでの
自助具紹介）

【日時】令和７年11月中旬
第８回福祉機器展と同日開催

自助具にふれてみる

【対象者】県内在住・在勤の方、学校、団体など

【内 容】福祉パーク概要説明、改善住宅見学、車いす体験、アイマスク体験、
福祉機器展示場案内、福祉機器体験等

【申込方法】事前に（ご希望の受講日の２ヶ月前まで）、お電話等でご相談ください。

～住み慣れた地域で自分らしく暮らしを続けることができるよう、

人生を楽しく生きるための健康法と知恵を学ぶ～【定員３０名】

【日時】令和８年２月４日（水）13:30～15:30 【費用】無料

骨盤底筋と尿漏れ対策

公開講座

【対象者】どなたでも参加可。

【内 容】福祉機器展、ステージイベント、障害者作品展、事業所の物品販売等

～最新の福祉機器を、みんなで見て･触って･試してみましょう～

【日 時】令和７年１１月１５日（10：00～15：00）

【定 員】約４０名

常設展示コーナー（開館日の9:00～16:30）→

夏休み★こども ものづくりを楽しみましょう

ユニバーサルスポーツ
ユニバーサルスポーツの紹介と
STT（サウンドテーブルテニス）体験
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1100．．高高齢齢者者虐虐待待ににつついいてて

項項 目目 定定 義義

高高 齢齢 者者 「高齢者」とは６５歳以上の者をいう。

高高 齢齢 者者 虐虐 待待 「高齢者虐待」とは、家庭における養護者又は施設等の職員
による次に掲げる類型の虐待をいう。

①① 身身体体的的虐虐待待（（暴暴行行））
②② 養養護護をを著著ししくく怠怠るるこことと（（ネネググレレククトト））
③③ 心心理理的的虐虐待待（（心心理理的的外外傷傷をを与与ええるるよよううなな言言動動））
④④ 性性的的虐虐待待
⑤⑤ 経経済済的的虐虐待待（（不不当当にに経経済済上上のの利利益益をを得得るるこことと））

養養護護者者にによよるる高高齢齢者者虐虐待待へへのの対対応応

○○ 市市町町村村相相互互間間のの連連絡絡調調整整、、情情報報提提供供そそのの他他必必要要なな援援助助
○○ 市市町町村村へへのの必必要要なな助助言言

都都道道府府県県

相相談談・・指指導導・・助助言言

高高齢齢者者・・養養護護者者 虐虐待待をを受受けけたたとと思思わわれれるる
高高齢齢者者をを発発見見ししたた者者

高高齢齢者者

養養護護者者のの負負担担軽軽減減にに向向けけたた
相相談談、、指指導導、、助助言言
そそのの他他必必要要なな措措置置

高高齢齢者者のの安安全全確確認認そそのの他他事事実実のの確確認認

虐虐待待対対応応協協力力者者ととのの対対応応のの協協議議

生生命命又又はは身身体体にに重重大大なな危危険険がが生生じじてて
いいるるおおそそれれががああるるとと認認めめらられれるるとときき

地地域域包包括括支支援援セセンンタターー・・在在宅宅介介護護支支援援セセンンタターー

高高齢齢者者のの住住所所・・居居所所へへのの立立入入調調査査・・質質問問

※※ 必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき援援助助要要請請

老老人人福福祉祉法法にによよるる措措置置
・・ シショョーートトスステテイイ
･･ 特特養養へへのの入入所所

家家庭庭裁裁判判所所へへのの
後後見見等等開開始始
審審判判のの請請求求

警警察察署署長長

市市
町町
村村

通通
報報

届届
出出

養養介介護護施施設設従従事事者者にによよるる高高齢齢者者虐虐待待へへのの対対応応

従従事事者者等等にによよるる虐虐待待をを
受受けけたたとと思思わわれれるる高高齢齢者者をを
発発見見ししたた要要介介護護施施設設従従事事者者等等

従従事事者者等等にによよるる虐虐待待をを
受受けけたたとと思思わわれれるる
高高齢齢者者をを発発見見ししたた者者

従従事事者者等等にによよるる虐虐待待をを
受受けけたた高高齢齢者者

市市
町町
村村

届届
出出

高高齢齢者者のの安安全全のの確確認認そそのの他他事事実実のの確確認認

従従事事者者等等にによよるる高高齢齢者者虐虐待待にに関関すするる事事項項をを都都道道府府県県にに報報告告

虐虐待待防防止止・・高高齢齢者者保保護護をを図図るるたためめ介介護護保保険険法法のの規規定定にによよるる権権限限のの行行使使

・施施設設等等かかららのの報報告告徴徴収収・・立立入入検検査査 ・・地地域域密密着着型型ササーービビスス事事業業者者のの監監督督 等等

高高齢齢者者のの安安全全のの確確認認そそのの他他事事実実のの確確認認

虐虐待待防防止止・・高高齢齢者者保保護護をを図図るるたためめ
老老人人福福祉祉法法・・介介護護保保険険法法のの規規定定にによよるる権権限限のの適適切切なな行行使使

〔〔老老人人福福祉祉法法〕〕施施設設設設置置者者へへのの立立入入検検査査、、改改善善命命令令、、事事業業停停廃廃止止命命令令、、認認可可申申請請
〔〔介介護護保保険険法法〕〕施施設設等等かかららのの報報告告徴徴収収、、勧勧告告、、措措置置命命令令、、指指定定取取消消

従従事事者者にによよるる虐虐待待のの状状況況等等のの公公表表（（毎毎年年次次））

都都
道道
府府
県県

通通
報報

通通
報報

■近鉄笠縫駅…１.３km徒歩約２０分

■近鉄田原本駅…タクシー約１０分

■近鉄大和八木駅…タクシー約１５分

■無料送迎車両を運行
（平日のみ）

奈良県障害者総合支援センターホームページ
にバスの時刻表を掲載していますのでご参照
ください。

場所 使用面積 9：00～12：00 13：00～17：00 9：00～17：00

多目的ホール
床面積の半面 2,820 3,870 6,700

床面積の
２分の１超 5,650 7,630 13,300

研修室 床面積の
２分の１超 2,710 3,550 6,280

アクセス 交通機関

貸館（要予約） 【申込方法】ご利用は要事前申請となります。電話または来館にて空き状況
を確認の上、施設使用申込書を提出してください。
【支払方法】事前に指定口座への振込のみとなります。
※施設使用申込書は、ホームページよりダウンロード可能です。→

単位（円）

近
鉄
田
原
本
駅

西
側
ロ
ー
タ
リ
ー

身
障
者
乗
降
場
南
側

奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

正
面
玄
関
バ
ス
乗
り
場

乗り場のご案内

【休館日】毎週月曜日（月曜が祝日の場合は、火曜日）、年末年始

【来館者駐車場について】
奈良県総合リハビリテーションセンター来場者用
駐車場（東側）をご利用ください。大型バス等は、
別途案内いたしますので事務所まで事前にお問い
合わせください。
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